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成 果 配 分 制 度 と 会 計

須 田 一 幸
（関西大学）

Ｉ． 問題の提示

企 業 は プ リ ン シ パ ル ・ エ イ ジ ェ ン ト 契 約 の 集 合 体 （ｎｅｘｕｓ ｏｆｃ㎝ｔｒａｃｔｓ） だ 、 と い う 見 方 が

あ る。 エ イ ジェ ン シー 費用 を 最 小 に す る 効 率 的 契 約 が 企 業 価 値 を 最 大 に し、 効 率 的 契 約 の 中 に

は モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム や イ ン セ ン テ ィ ブ シ ス テ ム な ら ぴ に ポ ン デ ィ ン グ シ ス テ ム が 組 み 込 ま

れ、 会 計 情 報 がそ こ で 重 要 な 役 割 を 果 た して い る と い う （ワ ッ ツ ・ ジマ ー マ ン ［１９９１］）。

財 務 諸 表 に 示 さ れ た 利 益 に 連 動 す る 報 酬 制 度 は、 外 部 報 告 会 計 数 値 に 依 拠 し たイ ン セ ンテ ィ

ブ シ ス テ ム の 典 型 で あ る。 本 稿 で は、 皿 で 米 国 企 業 に お け る 報 酬 制 度 と 会 計 の 関 係 を 考 察 し、

皿 で 日 本 企 業 に お け る 報 酬 制 度 と 会 計 の 関 係 を 検 討 す る。 そ の 結 果、 日 米 の 企 業 と も 利 益 連 動

型 報 酬 制 度 をイ ンセ ンテ ィ ブ シ ス テ ム と して 活 用 して い る こ と が明 ら か と な る。 し か し、 そ の

制 度 の 対 象 に 相 違 が あ る こ と に 注 意 し な け れ ぱ な ら な い。 米 国 企 業 で は 経営 者 を 対象 に し た 利

益 遵 動 型 報 酬 制 度 が 広 く 設 け ら れ て い る が、 そ の よ う な 制 度 を 設 け て い る日 本 企 業 は 少 なく、

む しろ 従業 員 を 対 象 に し た 成 果 配 分 制 度 が多 く 見 う け ら れ る。

一
そ の 相 違 をｌＶで会 社 統 治 機 構 と

い う 視 点 か ら 分 析 す る。 最 後 に、 利 益 連 動型 報酬 制 度 がイ ンセ ンテ ィ ブ シス テ ム と し て有 効 に

機 能 す る た め に必腰 な 会 計 制 度 の あ り 方 を指 摘 し たい。

皿． 米国企業における 経営者報酬制度と会計

１． 経 営 者 報 副 制 度

米 国 の 大 規 模 な 製 造 業 １
，
０００ 社 の う ち で、 外 部 報 告 利 益 に 基 づ い た 経 営 者 報 酬 制 度 を 設 け て

い る 企 業 は １９８０ 年 時 点 で ９０％ 以 上 に 及 ぴ、 中 で も ボ ー ナ ス 制 度 とパ フォ ー マ ンス 制 度 が 最 も

普 及 し て い る と い う （Ｈｅａ１ｙ，ｅｔ ａ１． ［１９８７］）。

Ｓ１ｏａｎ ［１９９３］ に よ れ ば・ １９８８年 時 点 で ボ ー ナ ス 制 度 を 設 け て い る 企 業 は 全体 の９９％、 長 期 パ

フ ォ ー マ ンス 制 度 を 設 け て い る企 業 は ３５％ を 占 め て い た。 そ れ ぞれ を簡 単に 紹 介 し よ う。

ω ボ ー ナ ス 制 度

ボー ナ ス 制 度 は、 年 次 利 益 の 目 標 額 が 達 成 さ れ れ ば、 そ れ に 応 じて 経 営 者 に 現 金 が 支 払 わ れ

る 報 酬 制 度 で あ る （Ｈｅａ１ｙ，ｅｔａＬ ［１９８７］）。 そ の 内 容 は 企 業 ご と に 異 な り 多 様 で あ る が、 Ｈｅａｌｙ

［１９８５
，ｐ．３６８］ は 共通 し た 特 徴 と して 次 の４ つ を挙 げ て い る。

ｌａ） ポー ナ ス 算定 の基 礎 と な る 報 告 利 益 の概 念 を 明 示 し て い る、

（ｂ） 目 標 利 益 額を 設 け て い る、
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ｌＣ〕 報告 利 益 が 目 標 額 を 超 え れ ぱ、 そ の超 過 額 の何 ％ か が ポ ー ナ ス 支 給 総 額 と な り、 最 大 支

給総 額 が 事 前 に 取 り 決 め ら れ て い る、

ｌｄ） 報 告 利 益 が 目 標 額 を 超 え な け れ ぱ ボ ー ナ ス は 支 給 さ れ な い。

た と え ぱ、 Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｏｉ１Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃａ１ｉｆｏ ｍｉａ は １９８０ 年 の ボ ー ナ ス 支 給 基 準 を 次 の よ う

に 示 し て い る （Ｈｅａ１ｙ ［１９８５
，ｐ．３６８］）。 「当 該 年 度 の 当 社 年 次 利 益 が 年 次 資 本 投 資 額 の ６ ％ を

上 回 っ た 場 合、 そ の 超 過 額 の ２ ％ を 報 酬 支 払 い の 基 金 と す る。 た だ し
、 年 次 利 益 と は ポー ナス

費用と支払利息を控除する前の純利益 （監査済み） であり、 資本投資額とは固定負債および白

己資本の簿価合計額の期首と期末の平均値である。」

注 意 す ぺ き は、 年 次 利 益 に 基 づ い て ボ ー ナ ス 支 給 総 額 が 決 定 さ れ、 そ の年 次利 益 が 監 査 済 み

財 務 諸 表 の 数 値 を 基 礎 に し て 決 定 さ れ る こ と で あ る。 ポー ナ ス 支 給 総 額 は年 次利 益 と 連 動 す る

た め、 当 期 の ボー ナ ス を 最 犬 に しよ う と す る 経 営 者 は 当 期 利 益 の 最 犬 化 を は か る で あ ろ う。 し

た が っ て、 あ る 長 期 的 プロ ジェ ク ト か ら得 ら れ る 将 来 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー の 正 味 現 在 価 値 が プ ラ

ス で あ っ て も 当 期 利 益 に マ イ ナ ス の影 響 を与 え る な ら ぱ、 経 営 者 は そ の プ ロ ジ ェ ク ト に 対 す る

投 資 を避 ける か も し れ な い。 ボ ーナ ス制 度 は 経 営 者 に 短期 的 視 野 を も た ら す 可 能 性 が あ る。 そ

こ で、 長 期 的 視 野 を 持 っ イ ンセ ン ティ ブ を 与 え る 報 酬 制 度 と して 登 場 した の が、
パ フ ォ ー マ ン

ス 制 度な の で あ る。

１２） パ フォ ー マ ンス 制 度 の内 容

パ フォ ー マ ン ス 制 度 は、 長 期 間 （３ 年 か ら ５ 年） の 目 標 利 益 を 設定 し、 そ れ が達 成さ れ た 場

合 に 現 金ま た は 株 式 が 支 給 さ れ る 経 営 者 報 酬 制 度 で あ る （Ｈｅａ１ｙ，ｅｔａ１・［１９８７コ九 目 標 利 益 を

達 成 し て も 経 営 者 の 報 酬 は 一 定 期 間 が 終 了 す る ま で 据 え 置 か れ る。 毎 年 支 給 さ れ る ボ ー ナ ス 制

度 と は、 こ の 点 で 異 な る。

パ フ ォ ー マ ンス 制 度 も 企 業 ごと に 異 な っ て い る が、 一 般 的 な 特 質 を 示 せ ぱ 次 の よ う に な る

（Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３
， ｐ．

４２０］）
ｏ

ｌａ〕 当該企業の報酬委員会が、 業績目標 （一株当り利益の増加を目標に掲げる場合が多い）

と 実 行 期 間 （３ 年 か ら５ 年 が 多 い） を 設 定 す る、

ｌｂ〕 各 経 営 者 に 一 定 数 の 自 社 株 を割 り 当 て、 実 行 期 間 末 日 の 株 価 に そ の 数 を 乗 じた 額 が報 酬

の 支 給 限 度 額 と な る、

ｌＣ〕 業績目標の達成度合に応じて支給率が決定され 乱 したがって・ 各経営者に支給される

報酬額＝支給限度額×支給率、 とな 孔

た と え ぱ・ Ｅｍｅｒｓ㎝ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ の １９７７ 年 度 に お け る パ フ ォ ー マ ン ス 制 度 は、 実 行 期 間 を ５ 年

に し、
一株 当 り 利 益 （１９７６年 度 ＝２．０５ ド ル） が ３．４８ ドル 未 満 な ら支 給 率 ゼ ロ、 ３．４８ ド ル 以 上

３．５５ ド ル 未 満 な ら 支 給 率 ５０％、 ３．５５ ド ル 以 上 ３．６０ ド ル 未 満 な ら 支 給 率 ７０％、 ３．６０ ド ル 以 上 な

ら 支 給 率１００％ で あ り、 支 給 方 法 は 現金 が２０％ で 普 通 株 が８０％ と な っ て い る （Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３，

Ｐ．４２１］）。
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１３〕 パ フ ォ ー マ ンス 制 度 の 効 果

わ れ わ れ は、 こ の パ フ ォ ー マ ンス 制 度 が、 ① 経 営 者 に長 期 的 視野 を与 え る こ と に 成 功 して い

る、 ② 株 価 の 上 昇 を 招 来 し て い る、 こ と に 注 目 し た い。 Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３，ｐ．４３２コ が、 業 種 や 規

模 な ど は 同 じ で あ る が パ フ ォ ー マ ン ス 制 度 を 採 用 した 企 業 と採 用 して いな い企 業にっ いて、 各々

の 長期 投 資 額（１〕を 比 較 し た と こ ろ、
パ フォ ー マ ンス 制 度 の 採 用 前 は 両 企 業 に 有 意 な 差 は な く、

採 用 後 に 有 意 な 差 が 生 じた こ と が判 明 し た。 こ れ は、 パ フ ォ ー マ ンス 制 度 の 採用 が 企 業 の 長 期

投 資 を 導く と い う 仮 説 を 受 容 し、 上 記 ① を 支 持 す る 証 拠 と な る。

さ ら に Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３］ は、
パ フォ ー マ ンス 制 度 を 採 用 す ると いう 情 報 が株 式市 場 に ど の よ

う な 影 響 を 与 え るカ）を 調 査 した。 パ フォ ー マ ンス 制 度 の 採 用 に 関 す る 議 案 を示 し た委 任 勧 誘 状

（ｐｒｏｘｙｓｔａｔｅｍ ㎝ｔ） が 提 出 さ れ た 日 を、 情 報 の 公 表 日 （ｔ＝Ｏ） と し、 そ の 前 後 ５ 日 （ｔ＝ 一５，…，

Ｏ，…，十５） の 異 常 投 資 収 益 率 を 調 べた。 そ し て、 パ フ ォ ー マ ンス 制 度 を 採 用 し て い な い 企 業 に

っ いて も、 同 様 の 異 常 投 資 収 益 率 を 求 め
、 両 者 を 比 較 した。 そ の 結 果、 採 用 企 業 の異 常 投 資 収

益 率 はｔ＝ 十１ で 有 意 な 正 の値 と な り、 不 採 用 企 業 の 異常 投 資 収 益 率 が 有 意 な 値 に な る ケ ー ス

はな か っ た。 各 日 に お け る 両 企 業 の 異 常 投 資 収 益 率 の 差 を 求 め ｔ 検 定 を 実 施 して も、 さ ら にま

た ウ ィ ルコ ク ス ン 検 定 を 行 っ て も、 有 意 な 正 の 株 価 反 応 が ｔ＝ 十１ で 生 じ た こ と が 支 持 さ れ て

い る （Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３
，ｐｐ，４３８－４４１］九 つ ま り 「パ フ ォ ー マ ン ス 制 度 の 採 用 は 証 券 市 場 の 好 意

的 反 応 と 関 連 し て い る」 （Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３，ｐ，４４１］） こ と に な り、 ② の 裏 付 け と な る 証 拠 を 提 供

し て い る の で あ る。

大規模製造会社の９０％以上の会社が外部報告利益に基づいた経営者報酬制度を設け、 その

中 の パ フ ォ ー マ ンス 制 度 は、 経 営 者 に 長 期 的 視野 を 持 っイ ンセ ンテ ィ ブを 与 え、 株 式 市 場 はそ

の 制 度 の 採 用 に 好 意 的 に 反 応 し た。 つ ま り・
パ フ ォ ー マ ン ス 制 度 が イ ン セ ン テ ィ ブ シ ス テ ム と

し て 有 効 に 機 能 し・ 株 主 の富 を 増 加 さ せ て い る の であ 孔 エイ ジェ ン シ ー 費 用 が 削 減 さ れ た 結

果 で あ る と 考 え て よ い。

現 在 の と こ ろ 実 証 はさ れ て い な い が、 ボ ー ナ ス 制 度 もイ ン セ ン ティ ブ シス テ ム と し て 有 効 に

機 能 し て い る と 思 わ れる。 で な け れ ぱ、 今 世 紀 初 頭 か ら ω 現 在 ま で 多 く の 企 業 が こ の 制 度 を

採 用 し て い る 事 実 を 説 明 でき な い。

そ し て、 ボ ー ナ ス 制 度 と パ フォ ー マ ン ス 制 度 が い ず れ も監 査 済 み 財 務 諸表 の 数 値 に 依 拠 して

いる こ と に 注 目 す れ ぱ、 外 部 報 告 会 計 がイ ンセ ンテ ィ ブ シス テ ム の 一 現 と し てエ イ ジ ェ ン シー

費 用 の 削 減 に貢 献 し て い る と 考 え ら れ る。 こ こ に 会 計 の 報 酬 契 約 支 援 機 能 が 観察 さ れ、 そ の 機

能 が 企 業 価 値 と 深く か か わ っ て い る こ と が わ か る。

２． 利益連重カ型報副制度と会計手債き選択

外部報告会計に報酬契約支援機能があるとしても、 報酬契約支援機能は外部報告会計におけ

る 様々 な 機 能 の 中 で 墳末 な 機 能 で しか な い 可能 性 が あ る。 そ こ で、 次 に 利 益 連 動 型 報 酬 制 度 が
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外 部 報 告 会 計 に どの よ う な 影 響 を 与 え て い る の か を 問 題に し た い。 も し利 益 連 動 型 報 酬 制 度 が

外 部 報 告 会 計 に シス テ マ テ ィ ッ ク な 影 響 を 与 え て い る の で あ れ ぱ、 会 計 の 報 酬 契 約 支 援 機 能 は

他の機能と比較して墳末なものではないと考えられ 孔

次 の よ う な ボ ー ナ ス 制 度仮 説 を 設 定 し、 米 国 企 業 を 対 象 に し た 仮 説 検 定 が 多 数 行わ れて い る

（ワ ッ ツ ・ ジ マ ー マ ン ［１９９１］）ｏ

ポー ナ ス 制 度 仮 説 ： 他 の条 件 が 等 しい とす れ ぱ、 ボ ー ナ ス 制 度 の あ る 企 業 の 経 営 者 は当 期 利

益を増やす会計手続き （利益増加型会計手続き） を選択する傾向があ 孔

た と え ぱ Ｈａｇｅｒｍａｎ ａｎｄ Ｚｍｉｊｉｅｗｓｋｉ ［１９７９］ は、 ボ ー ナ ス 制 度 の 有 無 と 減 価 償 却 法 お よ び

投資税額控除会計の関係を調べ・ ポーナス制度のある企業ほど定額法償却・一括控除法 （利益

増 加 型 会計 手 続 き） を 採用 す る 傾 向 があ る、 と い う 結 果 を 搏 た。 Ｈｅａ１ｙ ［１９８５］ は ボ ー ナ ス 制

度 の詳 細 を調 査 し た う え で、 会 計 手 続 き 選 択 と の 関 係 を 検 証 し て い る。 そ の 結 果、 常 に ボ ー ナ

ス 制 度 仮 説 が支 持さ れ る と は か ぎ ら ず、 利 益 額 が ボー ナ ス 制 度 で設 け ら れ て い る 目 標 利 益 額 を

超 え、 かっ 報酬 額 が 支 給 上 限 額 以 内 に あ れ ぱ、 経 営 者 は当 期 の 報酬 を 最 大 に す る た め に 利 益 増

加 型 会 計 手続 き を選 択 す る 傾 向 があ る、 と い う こ と が わ か っ た。

Ｃｈｒｉｓｔｉｅ ［１９９０］で は、 ポ ー ナ ス 制 度 仮 説 を 検 証 し た 過 去 の 研 究 （６ 件） に っ い て、 ① そ れ

ぞ れ の 有 意 水 準 を 対 象 に し た カ イ ２ 乗 検 定・ ② そ れ ぞ れの ｔ値 に 関 す る 漸 近 理 論 に 従 っ た 検 定

な ど を 行 っ て い 乱 そ の 結 果・ ボ ー ナ ス 綱 度 の 有 無 は利 益 増 加 型 会 計 手 続 き 選 択 に つ いて 有 意

な 説 明 力 を 有 し て い る こ と が 判 明 し た。

これらの実証研究から、 利益遵動型報酬制度と会計手続き選択に一定の因果関係があり、 報

酬 契 約 が 外 部 報 告 会 計 に シス テ マ テ ィ ッ ク な 影 響 を与 えて い る こ と が わ か る。 っ ま り、 会 計 の

報 酬 契 約 支 援 機 能 は 決 して 墳 末 な も の で はな く、 米国 企 業 の 会 計 実 務 を 左 右 して いる の であ る。

皿． 日本企業 における報酬制 度と会計

１． 利益連動型の経営者報酬制度

わ が 国 で も、 か つ て は利 益 連 動 型 経 営 者 報 酬 制 度 が あ っ た。 た と え ぱ江 戸 時 代、 日 野 商 人 の

中 井 源 左 衛 門 家 は 遠 隔 地 に ３０ 前 後 の 出 店 ・ 枝 店 を 持 ち、 各 店 に 使 用 資 本 の１Ｏ％ 以 上 の 利 益 を

上げる貢任を課し、 目標超過利益額の１Ｏ％を支配人 （番頭） に配分 していたという （朝日新

聞 編， １９９１，１ｏｏ 頁）。 ま た 「江 戸 期 の 三 井家 で は 奉 公 人 重 役 の 賞 与 が利 益 額 に 依 存 して い た」

（西川
，

１９９１
，

４２ 頁） と い う 事 実 も 示 さ れ て い 孔 寛 政元 年 （１７８９ 年） に お け る 西 川 家 の 「三

ツ 割 銀」 と い う 制 度 は・ 純 利 益 の ％ を奉 公 人 に 与 え る と い う 趣 旨の も の で あ っ た （高橋 ［１９７３，

２０１ 頁］・ 鍵 山 ［１９８４
，

５ 貢］）。 こ の 三 ツ割 銀 制 度 は 明 治 １１ 年 に お い て も 採 用 さ れ て い た ら し

い （高 橋 ［１９７３］九 あ る い は・ 明 治 ６ 年 に 創 立 さ れ た 第 一 国 立 銀 行 は 毎 期 純 益 金 の １７％ を 役

員 に 配 分 す る 規 則 を 設 け て い た の で あ る （鍵 山 ［１９８４
，

８ 頁］九

し か し現 在・ 経 営 者 の み を 対 象 と し た 報 酬 制 度 で・ 米 国 の ボ ーナ ス 制 度 と パ フ ォ ー マ ンス 制
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度 に相 当 す る も の は わ が 国 に な い。 も っ と も、 わ が 国 で そ のよ う な 制 度 を 設 け る こ と が 法 律 に

違 反す る わ け で は な い。 米 国 の 利 益 連 動 型 報 酬 制 度 を 紹 介 した 並 木 俊 守 ［１９８４， １１１ 貢］ は、

「こ の こ と は、 日 本 に お い て も 当 然 許 さ れ る の で あ っ て、 取 締 役 と 代 表 取 締 役 と の 契 約 に よ っ

て、 毎営業年度の期間利益の一定割合の成功報酬の支払を受ける旨を合意することは、 もとよ

り 許 さ れる。 こ れ を、 取 締 役 の 賞 与 と 名 づ け た と し て も、 そ れ が取 締 役 の 職 務 執 行 の 対 価 と し

て 支 出 さ れ る も の であ る 以 上、 商 法 第 ２６９ 条 の 報 酬 に 該 当 し、 株 主 総 会 で決 議 した 報 酬 額 の 範

囲 に お ける 支 出 であ る 限 り、 特 に 定 時 総 会 の利 益処 分 の 決 議 を 得 る こ と な し に、 支 出 す る こ と

が で き る」 と 論 じて い 孔 と こ ろ が 「従 来、 日 本 に お い て は、 取 締 役 の 報酬 は、 もっ ぱ ら 定 額

で 支 出 さ れ、 定 時 総 会 に お い て 利 益 処 分 に よ る 賞 与 と し て 支 給 さ れ る ほ か は、 あ らか じ め 成 功

報 酬 の 支 払 が 契 約 さ れ る こ と は ほ と ん どな い」 （並 木 俊 守
，

１９８４
，

１１２頁） の であ 孔

２． 成 果 配 分 制 度

米 国 の よ う に 経 営 者 の み を 対 象 に し た ボ ー ナ ス 制 度 は 日 本 に 存 在 しな い に して も、 イ ンセ ン

ティ ブ シス テ ム と して の 利 益 連 動 型 報 酬 制 度 が わ が 国 企 業 に 全く な い わ けで は な い。 管 理 職 を

含 む従 業 員 全 体 を 対 象 と した 「成 果 配 分 制 度」 が そ れ で あ る。 わ が 国 に お け る 会 計 の 報 酬 契 約

支 援 機 能 を 考 察 す る と き、 わ れわ れ は こ の 成 果 配 分 制 度 に 注 目 し た い。 そ れ は、 第 １ に、 成 果

配 分 制 度 が 利 益 や売 上 高 な どの 会 計 数 値 に 依 拠 し た 報 酬 制 度 だ か ら で あ り、 第 ２ に、 成 果 配 分

制 度 はわ が 国 の 報酬 制 度 に お い て 古 い 歴 史 を 持 っ て い る か ら であ る。

成 果 配 分 制 度 は、 一 般 に 「個 別 企 業 の 生 産性 向 上 成 果 を 労 働 者 に 分 配 す る 制 度」 と い わ れ て

い る （『新 版 体 系 経 営 学 辞 典』 ダイ ヤ モ ン ド社，１Ｏ１５ 頁）。 従 業 員 を 主 な 対 象 と す る 制 度 で あ

る が・ 本 稿 でケ ー ス と し て 取 り 上 げた 企 業 （２７社） の 多く は 管 理 職 も 支 給 対 象 に し て い る。

し た が っ て 成 果 配 分 制 度 は、 従 業 員 の み な らず ミ ド ル マ ネ ジメ ン ト の 報酬 制 度 の １ っ で あ る と

考 え て よ い。 ま た 「生 産 性 向 上 成 果」 の 測 定 基 準 が 問 題 と な る が、（ａ〕生産 量 １ｂ〕生 産 高 ま た は

売 上 高 １ｃ〕人 件 費 ／ 生 産 高 比 率 １ｄ〕利 益 額 １ｅ肘 加 価 値 分 配 率 な どが 用 い られ、 わ が 国 で はｌｃ）

を 測 定 基 準 と し た ス キ ャ ン ロ ン ・ プ ラ ン と
、 ｌｄ）を 基 準 と し た プ ロ フ ィ ッ ト ・ シ ェ ア リ ン グ （利

益 分 配） 制・ お よ びｌｅ）を 基 準 に し た ラ ッ カ ー ・ プラ ンが よく 知 ら れ て い る （『新 版 体 系 経 営

学 辞 典』 ダイ ヤ モ ン ド社，
１Ｏ１６ 頁）。 い ず れ も 会 計 数 値 を 用 い て い る こ と に 変 わ り は な い。

犬正時代から日本郵船と片倉製糸紡績が利益分配制を採用していた史実が残されている （鍵

山 ［１９８４
，

１４ 頁］）。 十 条 製 紙 が 利 益 分 配 制 を 採 用 し た の は 昭 和 ３１ 年 だ った （『新 版 体 系 経 営

学 辞 典』 ダイ ヤ モ ン ド社，１Ｏ１６ 頁）。 後 に 詳 しく 検 討 す る ジョ ンソ ン は 昭和 ３８ 年 に 成 果 配 分 制

度 を 導 入 し、 現 在 に至 っ て い る。

こ の よ うに 成果 配 分 制 度 と り わ け 利 益 分 配 制 は、 わ が 国 で 古 く か ら 採用 され てい たの であ る。

イ ンセ ン ティ プ シス テ ム と し て 成 果 配 分 制 度 が 有 効 で あ る こ と は、 歴 史 が 証明 して い る と い え

よ ㌔ で は現 在 は どう か。 ま ず、 ど れ だ け の 企 業 が 成 果 配 分 制 度 を 適 用 し てい る の か を 確 認 す



３６ 社会関連会計研究 第７号

る ｏ

成 果 配 分 制 度 を 採用 して いる 企業 の割 合 が、 第 １ 表 で企 業 規 模 別 に 示 さ れ て い る。

第１表 成果 配分制度の適用企業 （％）

企 業 規 模 賞与を支給 した企業 適 用 企 業 適用 してない企業

１
，
㎝ 人以 上

１００－９９９ 人

３０－９９ 人

全社

１００．Ｏ

１００
．
Ｏ

１００
．
Ｏ

１ＯＯ
．
Ｏ

１６
，
４

３３，８

３１
，
７

３２
．
Ｏ

８３
，
６

６６
，
２

６８，３

６８．Ｏ

出 典 ： 大 橋 ［１９８９，３４２ 頁］

従 業 員 １，
ＯＯＯ 人 以 上 の 大 企 業 の う ち で 成 果 配 分 制 度 を 採 用 し て い るの は全 体 の１６，４％ で、 む

し ろ 従 業 員 １００－９９９ 人 の 中 規 模 企 業 の ほ う が 成果 配 分 制 度 を多 く 採 用 し て い る （３３．８％）。 全

社 に つ い て は、 全 体 の ３２．Ｏ％ が 成 果 配 分 制 度 を 採 用 し て い る こ と が わ か る。

次 に、 配 分 さ れ る 「生 産 性 向 上 成 果」 の 測 定 基 準 が 間 題 と な る。 成 果配 分制 度 を 採用 し て い

る 企 業 を、 Ａ ： 生 産 高 ・ 売 上 高 を基 準 と す る、 Ｂ ： 付 加 価 値 を 基 準 と す る、 Ｃ ： 利 益 を 基準 と

す る、 に 分 類 し百 分 率 で 示 した の が 第２ 表 で あ る。 た だ し複 数 の 基 準 を 併用 し て い る 企 業 も あ

り・ Ａ Ｂ Ｃ の 合 計 は 適 用 企 業 の ％ と 一致 し て い な い。

第２表 採用 した測定基準 （％）

企 業 規 模 資 与 を 支 給 した 企 業 適 用 企 業 Ａ Ｂ Ｃ

１，㎝ 人 以 上

１００－９９９ 人

３０－９９ 人

全社

１００
．
Ｏ

１ＯＯ
．
０

１００
．
Ｏ

１００
．
Ｏ

１６
，
４

３３，８

３１，７

３２．Ｏ

（８．Ｏ
） （３．Ｏ

） （１３
，
Ｏ）

（１６．５） （５．６） （２５．
４）

（１４
．
２） （３．

７） （２４
．
６）

（１４
．
７） （４

．
２） （２４

．
６）

Ａ ： 生 産 高 ・ 売 上 高 を基 準 と す る Ｂ １ 付 加 価 値 を 基 準 と す る

Ｃ ： 利 益 を 基 準 と す る

出 典 ： 大 橋 ［１９８９，３４２ 頁］

第 ２ 表 か ら、 利 益 を 基 準 に した、 い わ ゆ る 利 益 分 配 制 が多 く 採用 さ れ て い る こ と が わ か る。

全 社 に つ い て い え ぱ、 ２４．６％ の 企 業 が 利 益 分 配 制 を採 用 し て い る。 続 いて、 生 産 高 ・売 上 高 を

基 準 と す る 企 業 が多 く、 付 加 価 値 を基 準 と し た ラ ッ カ ー ・ プ ラ ンを 採用 し て い る 企 業 は さ ほ ど

多 く な い。

以 上 で、ｌａ）成 果 配 分 制 度 は わ が国 で古 く か ら 採 用 さ れ て い た、ｌｂ現 在 で も 約 ％の 企 業 が成 果

配 分 制 度 を 適 用 し て い る、ｌＣ沖 で も利 益 分 配 制 が 多 く 採 用 さ れ て い る、 こ と が わ か っ た。 こ れ

は、 成 果 配 分 制 度 がイ ンセ ン ティ ブシ ス テ ム の １ つ と し て 有 効 で あ り、 会 計 数 値 （と り わ け 利

益 額） が そ の 制 度 で 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る こ と を 示 す 証 拠 と な る。 報 酬 契 約 にお ける 会計 の

契 約 支 援 機 能 が、 わ が 国 で も 観 察 さ れ る の だ。
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し か し、「会 計 数 値 の 算 定 方 法」 と、 「会 計 数 値 に 基 づ い た 成 果 配 分 額 の 決 定 方 法」 が 明 らか

と なっ て い な い こ と に 注 意 し な け れ ぱ な らな い。 「会 計 数 値 の 算 定 方 法」 が わ か れ ぱ、 成 果 配

分 制 度 で用 い ら れ る 会 計 数 値 が 公 表 さ れ た財 務 諸 表 に お け る 数 値 な の か 内 部 資 料の 数値 な のか、

が 明 ら か と な る。 「会 計 数 値 に 基 づ い た 成 果 配 分 額 の 決 定 方 法」 が わ か れ ぱ、 成 果 配 分 額 が 会

計 数 値 と 直 接連 動す る の か 間 接 的 関 係 で しか な い の か、 が 判 断 で き る。 も し、 公 表 さ れ た 財 務

諸 表 の 数 値 を用 い、 そ の 数 値 と 成 果 配 分 額 が 直 接 連 動 す る の で あ れ ぱ、 会 計 基準 の 変 更 が 成 果

配 分 制 度 に 大 き な影 響 を 及 ぼ す こ と に な る。

３． 事 例 研 究

須 田 ［１９９３］ は成 果 配 分 制 度 を 採用 し て い る ２３ 社 に っ い て、 ① 支 給 形 態、 ② 導 入 年 度、 ③

基 準 と な る 会 計 数 値、 ④ 配分 総 額 の 算 定 式 な どを 調 査 し た。 そ の 後、 以 下 の ４ 社 も成 果 配 分 制

度 を 採 用 して い る こ と が わ か り、 前 記 ４ 項 目 に っ い て ヒ ア リ ン グを 実 施 した と こ ろ、 第 ３ 表 に

示 さ れ て い る よ う な 結 果 が得 ら れ た。

第 ３ 表

企 業 名 支 給 形 態 導 入 年 度 基 準 と な る 会 計 数 値 配 分 総 額 の 算 定 式

マッ ク ス 賞 与 １９８７ 営 業 利 益 違 結 営 業 利 益 ＸＯ．２８

ユ ニ デ ン 賞 与 １９９４ 経 常 利 益 経 常 利 益 違 成 率 Ｘ 固 定 給

ニ チ メ ン 賞 与 １９９４ 売 上 高 な ど 連 結 売 上 高 ・ 経 常 利 益 な ど の 増 加 率 で

算 定

ソ フ ト バ ンク 期 末 手 当 １９９４ 当 期 純 利 益 税 引 き 後 当 期 純 利 益 の 増 加 額 に 相 当 す

る 自 社 株 を チ ー ム リ ー ダ ー に １Ｏ 年 で

分 割 支 給

須田 ［１９９３］と 今 回 の調 査 の 結 果、 成 果 配 分 制 度 で用 い ら れ る 会 計 数 値 は す べ て 公 表 財 務 諸

表 （中 闇 財 務 諸 表 を 含 む） の 数 値 を 基 礎 に し て い る こ と が わ か っ た。 た だ し、ｌａ）財 務 諸 表 の 数

値 をそ のま ま 成 果配 分 額 の 算 定 式 に 適 用 す る 方 法 と
、ｌｂ〕財 務 諸 表 の 数 値 か ら 比 率 を 求 め、 そ れ

を 係 数 化 し ウエ イ ト 付 け した う え で 成 果 配 分 額 の 算 定 式 に 適 用 す る 方 法、 お よ び（Ｃ）財 務 諸 表 数

値 が 内 部 で 設 け た予 算 額 を 上 回 っ た と き だ け超 過 額 を 成 果 配 分 額 の 算 定 式 に 組 み 込 む 方 法、 な

どが あ る。ｌＣ〕の 方 法 は、 成 果 配 分 額 が 予 算 額 に依 存 し て お り、 会 計 数 値 と 成 果 配 分 額 の 関 係 は

間 接 的 で あ ると いえ よ う。 ま た（Ｃ）の 方 法 で は、 成 果 配 分 額 が 夏 冬 の 通 常 の 賞 与 と は別 の 「期 末

手 当」 と し て支 給 さ れ る た め、 会 計 数 値 が 従 業 員 報 酬 に 与 え る 影 響 も 相 対 的 に 小 さ い と 考 え ら

れ 孔 会 計 数 値 の従 業 員 報酬 に 対 す る 影 響 が 相 対 的 に 犬 き い の は、ｌａ〕ま た はｌｂ〕の 方 法を 適用 し、

かっ 「期末手当」 ではなく通常の賞与が成果配分制度のもとで支給される場合であ 孔

ソ キ ア は、ｌａ〕の 方 法 を 用 い 賞 与 と し て 支 給 して い る。 ジョ ンソ ン は、（ａ）の 方 法 を 用 い期 末 手

当 と し て 支 給 して い る。 ま た、 内 田 洋 行 はｌｂ〕の 方 法 を採 用 し、 日 本 工 営 はｌｃ〕の 方 法 を 用 い て い

孔 そ れ ぞ れ を 簡 単 に 紹 介 しよ う。 い ず れ も １９９２年 時 点 の もの で あ 孔
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ｌ１〕 ソ キ ア

ソキアは１９８６年以降 「利益連動型管理職賞与制度」 を設けており・ 管理職 （役職でいえぱ

課 長 ・部 長） の 賞 与 を 当 該 期 間 の 営 業 利 益 に 連 動 さ せ て支 給 し て い る。 管 理 職 賞 与 は、 基 礎 額

十査 定 額 か ら な り、
基 礎 額 は 一 律 １００ 万 円 で 査 定 額 が 営 業 利 益 に連 動 し て い る。 １ っ の 職 能 資

格 で 評 価 が ５ 段 階 に 分 か れ
、 最 高 の 評 価 を 受 け た 人 は 営 業 利 益 の Ｏ，１Ｏ％ が 査 定 額 と な り、 最

低 が Ｏ，０２％ で あ る。 最 も 業 績 の 良 か っ た １９８８ 年 度 下 期 に お け る 査 定 額 の 最 高 （Ｏ．１Ｏ％） は

２２６．９ 万 円 で、 最 低 （Ｏ．０３％） が ６８．１ 万 円 だ っ た。 従 業 員 約 ５７０ 人 の う ち 約 ９０ 人 が、 こ の 制

度 の 適用 対 象 で あ る。

｛２〕 ジ ョ ン ソ ン

本 稿 の 調 査 対 象 企 業 ２７ 社 の 中 で、 最 も 古 く か ら 成 果 配 分 制 度 を 採 用 し て い る の が
、

ジ ョ ン

ソ ンで あ 孔 米 国 Ｓ．
Ｃ．ジョ ンソ ン社 の 制 度 を１９６３ 年 に 導 入 し・ 「利 益 分 配 金 制 度」 の も と で・

通常の賞与 （年間で月給６か月相当額） とは別個に期末手当が支給されている。 税引前当期純

利 益 か ら、 １Ｏ％ の 資 本 利 回 り （税 引 後） 相 当 額 を 差 し 引 い た 額 の ２５％ が、 管 理 職 を 含 む 全 社

員 に 配 分 さ れ る 手 当 の 総 額 と な る。 式 で 示 せ ぱ 次 の よ う に な る。

利益分配金総額

＝ ［税 引 前 当 期 純 利 益 一（期 首 正 味 資 本 ×Ｏ．１）÷（１一 税 率）］ ｘ Ｏ．２５

こ の 枠 内 で、 所 定 の 方 式 に 従 っ て 個 人 に 分 配 金 （期 末 手 当） が支 給さ れ る。 同 社 は ６月 決 算 で

あ り、 決 算 数 値 に 基 づ い て ７月 に 利 益 分 配 金 総 額 が 社 長 か ら発 表 さ れ、 ９月 支 給 と な る。 期 中

で も 月 次 決 算 が社 内 で 公 表 さ れ る の で、 社 員 は 当 期 純 利 益 の 動 き を常 に 意 識 して い る と い う。

支 給 実 績 は、 １９８９年 が基 本 給 の ３．８２ か月 分 で、 １９９０ 年 は ４．２３ か月 分 で あ っ た。

１３〕 内 田 洋 行

内 田 洋 行 は、 賞 与 の 支 給月 数 を ３ っ の 会 計 数 値 比 率 に 連 動 さ せ た 成 果 配 分 制 度 を １９７７ 年 か

ら採 用 し て い る。 基 準 と な る 会 計 数 値 比 率 は、
Ａ ： 人 件 費 配 分 率 （人 件 費 ／ 売 上総 利 益） と、

Ｂ：売上高経常利益率 （経常利益／売上高）、 およぴＣ：売上高総利益予算達成率 （売上総利

益 実 績 ／ 予 算 売 上 総利 益） で あ る。 ま ず、 こ れ らの 比率 を係 数 化 す る （た と え ぱ Ａ が ５０％、

Ｂ が １．８％・ Ｃ が ８５％ な ら 各 々２０ 点 与 え ら れ る）。 た だ し・ Ａ Ｂ Ｃ は 次 の よ う に ウ エ イ ト を 付

け ら れ、 業 績 係 数 合 計 点 が 算 定 さ れ る。

業 績 係 数 合 計 点 … Ａ ＋（Ｂ ＋ Ｃ）÷ ２

次に、 業績係数合計点と労働協約で示されている 「理論支給月数表」 を照らし合わせて、 賞与

の年間理論支給月数を決定する。 たとえぱ業績係数合計点が５０点ならぱ、 賞与の年間理論支

給 月 数 は ５ か月 と な る。 そ して、 年 闇 理 論 支 給 月 数 を 各 個 人 の 成 績 係 数 （Ｏ，８ か ら １．４ ま で）

で 調 整 し て、 各 個 人 に 賞 与 が支 給 さ れ る の で あ る。 成 績 係 数 は 「人 事 考 課 表」 に 基 づ い て 算 出

さ れ る。

３っの比率で用いられる会計数値 （予算額を除いて） は、 公表される損益計算書の数値を用
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い る こ と に な っ て い る が、 年 間 賞 与月 数 の 労 使 交 渉 が 決 算 （７月 ２０ 日） 前 に 行 わ れ る た め、

会 社 側 は ５ 月 か ６月 に 決 算 の 見 通 し を 提 示 し、 ６月 下 旬 に 仮協 定 が 結 ぱ れ、 夏 の 賞 与 が ７月 に

支 給 さ れ る。 年 間 支 給 月 数 の４５％ が ７月 に 支 給 さ れ、 残 り が１２月 に 支 給 さ れ る。 決 算 が 確 定

し た 後、 そ れ に 基 づ い た 本 協 定 が 交 わ さ れ る。 本 協 定 で 決 定 し た 支 給月 数 と、 仮 協 定 の月 数 と

が 異 な れ ぱ、 １２月 の 賞 与 支 給 時 に 調 整 さ れ る こ と に な っ て い る。

１４〕 日本工営

日本工営は基準経常利益を設け、 当期の経常利益がその額を上回れぱ超過額の％を夏冬の賞

与 （年 間 で月 給 ５．４ か月 相 当 額） と は 別 に、 期 末 手 当 と し て 支給 す る。 基 準 経 常 利 益 は 当 該 期

間 に お け る 人 件 費 総 額 の ２６％ で 設定 さ れ る。 期 末 手 当 支 給 額 の 算 定 作 業 は 毎 年 ２ 月 か ら ３ 月

に か け て 行 わ れ、 ４月 １ 日 に 支 給 額 が 個 人 に 通 知 さ れ る が、 同 社 は ３月 決 算 で あ る た め、 期 末

手 当 の 算定 で用 い ら れ る 当 期 の経 常利 益 額 は ２月 末 に 見 積 も ら れ た 推 定 額 と な る。 推 定 額 よ り

も決 算 額 が 大 き け れ ぱ、 差 額 を生 産 奨 励 金 と し て 支 給 す る。 した が っ て 実 質 的 に は、 公 表 さ れ

る 損 益 計 算 書 の 数値 に 基 づ い て成 果 配 分 が 行わ れ て い る と 考 え て よ い。 算 定 さ れ た期 末 手 当 額

の枠内で個人への支給額が所定の方式に基づき決定されるが、 組合員と管理職とでは決定方式

が 異 な っ て い る。 組 合 員 に 対 す る １９８８ 年の 平均 支給 実 績 は、 組 合員 平均 基 本給 の１．３４倍 であっ

た
。

こ れ ら４ っ の例 か ら・ 公 表 さ れ る 財 務 諸 表 の 数値 が 成 果 配 分 制 度 で ど のよ うに 使 用 さ れ るの

か が 具 体 的 にわ かる。 会 計 数 値 が 従 業 員報 酬 を 左 右 す る 度 合 は、 成 果 配 分制 度 に よ っ て異 な る

こ と も 確 認 でき る。 サ ン プ ル を ２７ 社 （須 田 ［１９９３］ の２３ 社 と 今 回 の ４ 社） に 広 げ て み よ う。

賞 与 と して 支 給 す る 企 業 は １７ 社、 期 末 手 当 と して 支 給 す る の は １Ｏ 社 であ る。 期 末 手 当 と し

て 支 給 す る 企 業 の う ち ７ 社 （７０％） は、 実 績 値 と 予 算 の 差 額 の一 定 率 を 配 分 総 額 と し て い る。

他 方、 賞 与 と して 支 給 す る 企 業 の う ち １５社 （８８％） は、 前 記１ａ）ま た はｌｂ〕の 方 法 を 採 用 し て い

る。 っ ま り、 ① 会 計 数 値 と 成 果 配 分 額 の関 係 が 間 接 的 で、 か つ 会 計 数 値 が 従 業 員 報 酬 に 与 え る

影 響 も 相 対 的 に 小 さ い グ ル ー プ と、 ② 成 果 配 分 額 が 会 計 数 値 に 完 全 に 依 存 し
、

か っ 会 計 数 値 が

従 業 員 報 酬 に 与 え る 影 響 も大 き い グル ー プ か ら な る 二 極 構造 に な っ て お り、 後 者 が 相 対 的 に 多

い こ と に 注 目 した い

ま た、 成 果 配 分 制 度 を 導 入 し て １Ｏ 年 以 上 経 過 した 企 業 は、 １Ｏ 社 以 上 に 及 ぷ。 成 果 配 分 制 度

がイ ン セ ンテ ィ ブシ ス テ ム と し て 有 効 で あ る 証 左 と な ろ う。

以 上、 本 節 で は、 わ が 国 に お け る 成 果 配 分 制 度 の 歴 史 を 簡 単 に 振 返 り、 現 在 ど れ だ け の 企 業

が 成果 配 分 制 度 を 採用 して い る か を 確 認 し、 そ し て 個 別 の 制 度 の 内 容 を 検 討 し た。 そ の 結 果 明

ら かと な っ た こ と を 列 挙 す れ ぱ、ｌａ〕成 果 配 分制 度 は わ が 国 で 古 く か ら 採用 さ れ て い た、ｌｂ〕現 在

でも約％の企業が成果配分制度を適用 している、ｌＣ成果の測定基準として使用される会計数値

は公表される財務諸表の数値である、ｌｄ畔数以上の企業の成果配分額は完全に会計数値に依存

して い る、ｌｅ〕成 果配 分 額 が 完 全 に 会 計 数値 に依 存 し て い る 企 業 は、 そ れ を 賞与 と し て 支 給 し て
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い る、 旧 した が っ て、 そ の よ う な 企 業 の 従 業 員 報 酬 は 会 計 数 値 の影 響 が 甚 大 で あ る・ と い う こ

と に な る。

こ こに、 日 本 企 業 に お け る 会 計 の 報 酬 契 約 支 援 機 能 が 観 察さ れ 孔 ただ し・ 米国 のよ うな ボー

ナス制度仮説の検証は実施されておらず、 わが国企業の報酬制度と会計手続き選択の関係は明

ら か に な っ て い な い。

１Ｖ． 報酬制 度と会社統治機構

日 米 の 企 業 と も に 利 益連 動型 報 酬 制 度 をイ ンセ ンテ ィ プシ ス テ ム と して 活 用 して いる こと が

わ か っ た。 し か し、 米 国 企 業 で は 経 営 者 を 対 象 に した 利 益 連 動 型 報 酬 制 度 が広 く 設 け ら れ て い

る が、 そ の よ う な 制 度 を 設 け て い る 企 業 は 日 本 に はな く、 む しろ 従 業 員 を 対 象 に し た 成 果配 分

制 度 が 普 及 し て い る。 こ の 相 違 は 何 に 由 来 す る の だ ろ う。 こ こ で は 会 社 統 治 機 構 （ｃｏｒｐｏｒａｔｅ

ｇｏＶｅｍａｎＣｅ） と い う 視 点 か ら 分 析 す る。

三 輪 ［１９９２］ に よ れ ぱ、 企 業 は 「利 濁 最 大 化 型 企 業」 と 「従 業 員 管 理型 企 業」 に 大 き く 分 類

す る こ と が 可 能 で あ る。 利 渥 最 大 化 型 企 業 で は、 企 業 の 所 有 者 と し て 株 主 が 最 終 的 な 意 患 決 定

権 を 保 有 し行 使 す る。 株 主 は 企 業 の 利 渥 水 準 に 強 い 関 心 を 持 ち、 利 渥 最 犬 化 を 目 的 と した 行 動

を 経 営 者 に 求 め る。 し た が っ て、 企 業 の 目 的 関 数 は 利 潤 最 大 化 で あ る と 考 え ら れ、 経 営 者 に 利

渥 に 応 じた 報 酬 を 受 け 取 ら せ る こと によ り、 利 潤 最 大 化 へ の 誘 因 を 与 え る こ と が 適 切 と な る

（三 輪 ［１９９２，５ 頁］）。

他 方、 従 業 員 管 理 型 企 業 の 経 営者 は 「従 業 員」 の 代 表 と し て 還 出 さ れ、 そ の 意 向 を第 一義 的

に 重 視 し て 経 営 を 行 う。 株 主 は 経 営 者 を 自 ら の 意 向 に 従 わ せ る こ と が で き な い だ け で なく、 配

当以 外 の 形 で 利 益 を 企 業 か ら 直 接 受 け 取 る こ と （た と え ぱ、 企 業 を 解 散 し て 残 余 資 産 を 分 配 す

る こ と） は な い し、 さ ら に 配 当 額 の 上 限 が 政 府 に よ り 厳 しく 制 限 さ れ る か ら、 企 業 が 現 実 に 獲

得 す る 利 益 の 水 準 に株 主 は 関 心 を 持 た な い （三 輪［１９９２，３ 頁］）。 した がっ て、 企 業 の 目 的 関 数

は 従 業 員 一 人 当 り の所 得 を 最 大 化 す る こ と に あ る と 考 え られ、 経 営者 に利 溜 に 応 じ た 報 酬 を 受

け 取 らせ る 方 式 を 採用 す る 動 機 は 生 ま れ な い の であ る （三 輪 ［１９９２
，
５ 頁］）。

このアナロジーを適用し、 米国企業が利潤最犬化型企業で日本企業が従業員管理型企業であ

る と す れ ぱ、 米 国 企 業 に 利 益 連 動 型 経 営 者 報 酬 制 度 が 普 及 し、 日 本 企 業 に は 普 及 しな い （そ し

て従業員向けの利益連動型報酬制度が普及する） と考えられる。 会社統治機構の相違が利益連

動 型 報 酬 制 度 の 違 い を も た ら して いる の か も し れ な い。

Ｖ． 会計基準設 定に対するイ ンプリケー ション

営 業 利 益 に 連 動 す る 成 果 配 分 制 度 を 設 け て い る 横 河 ヒ ュ ー レッ トパ ッ カ ー ド （須 田 ［１９９３］

参照） は、 １９８８ 年 に 利 益 配 分 率 を １２％ か ら ５．５％ に 変 更 し た。 そ の 理 由 は、 「製 晶 原 価 は ドル

建 て の た め、 営 業 利 益 も こ こ へ き て 為 替 レー ト に よ り 振 れ 出 し、 従 業 員 の 努 力 と は 直 接 関 係 の
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な い 要 因 が 影 響 す る よ う に な っ た」 か ら だ と い う （日 本 生 産 性 本 部 ［１９８９
，
９３ 貢］）。 営 業 利 益

が 従 業 員 の 努 力 と 直 接 関 係 の な い 要 因 で 変 動 す る よ う に な っ た た め、 成 果 配 分 制 度 そ の も の を

後 退 さ せ た、 と い う こ と で あ る。

現 在 わ が 国 で は外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 を 取 引 日 レー ト で 換 算す る こ と が 認 め ら れ て い る。 横 河

ヒ ュ ー レッ トパ ッ カ ー ドの よ う に、 為 替 レー ト の 影 響 を で きる だ け 排 除 し て 成 果 配 分 制 度 を 効

果 的 に 運 営 しよ う と す れ ぱ、 労 使 と も に 取 引 日 レー ト 法 を選 好 す る であ ろ う。 と こ ろ が
、 平 成

７ 年 ５月 に 企 業 会 計 審 議 会 か ら 新 し い外 貨 建 取 引 等 会 計 処 理 基 準 が公 表さ れ、 外 貨 建 長 期 金 銭

債 権債 務 に っ い て 「重 要 な 為 替 差 損」 を 認 識 す る こ と が求 め ら れ る よ う に な っ た。 こ の 基 準 が

厳 密 に 適 用 さ れ れ ぱ、 従 来 の 成 果 配 分 制 度 を 見 直 す こ と が必腰 と な ろ う。

現 行 の 成 果 配 分 制 度 が 企 業 に と っ て 最 適 なイ ンセ ンテ ィ ブ シス テ ム な の で あ れ ぱ、 会 計 基 準

の 変 更 で 最 適 な 状 態 が 損 な わ れ る 可 能 性 が あ る。 最 適 な イ ンセ ン ティ ブ シ ス テ ム が 損 な わ れ れ

ぱ エイ ジェ ン シー 費 用 が 増 加 し、 企 業 価 値 は 減 少 す る。 そ の コ ス ト は当 該企 業 の 利 害 関 係 者 す

べ て が 負 担 す る こ と に な る。 こ の コ ス ト も 含 め て、 会 計 基 準 設 定 の 経済 合 理 性 が 間 わ れ な け れ

ぱ な ら な い で あ ろ う。

［注］

１１〕 長 期 投 資 額 と は、 資 本 投資 と 研 究 開 発、 広 告、 お よ び そ の 他 の 長 期 項 目 に 対 す る 支 出 の 合計 額 であ

る （Ｌａｒｃｋｅｒ ［１９８３
， ｐ．

４２７］）ｏ

１２〕 経 営 者 に 対 す る ボ ーナ ス制 度 を 米 国 で 最 初 に導 入 し た の は、 １９０２ 年 の Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｓｔｅｅ１ で あ

る と いわ れ て い る （菅 野 ［１９８２
，
２１９ 頁］）。
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